


さる２月１２日に、名古屋弁護士会から人権賞を頂きました。ＭＨＷ代表の伊藤先生、アジア保健研修所事務局長の佐藤先生と一緒（というか付属で）の受賞です。２人に比べ、名古屋でのホームレスの人達との関わりは短く８年です。８年前に関東から、高校までいた名古屋に戻ってきました。�　東京にいた時には、年末・年始に山谷の越冬の医療班の支援にいっていました。伊藤先生に教えられて、名古屋でも越冬があるというので、名古屋駅の通称おけら公園に顔を出したのが、笹島診療所との関わりのはじめです。冬だけでなく、日常的にも活動をしているとわかり、何かホームレスの人達の役にたてばと思って月曜・木曜の医療生活相談にも段々顔をだすようになりました。最近は、炊き出しがおけら公園から若宮大通へうつり、月曜の活動がなくなって木曜だけになりました。�　医療相談・診察といっても、冬は寒風の中、暗い中での相談ですから、医療的な対応はあまりきちんとはできなくて、「続けて医者にかからないといけない」「紹介状を書くから明日福祉にいって、診察にいった方がいいよ」となることが多いのです。ホームレスを生み出す社会的な構造こそ問題ですが、それを変えることにはすぐには結びつかない。しかし、相談活動が少しでも変えるきっかけになればいいと思います。�　私の診療所の患者さんも、「ホームレスの人はなんだか怖い」「悪い人がいると聞く」「仕事したくない人がホームレスになるのでしょう」などと言って、結構偏見と差別意識は強いものです。今回の受賞は、ホームレスの問題解決に取り組む人達全てにむけられたものとうけとめています。ありがとうございました。
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人権賞を頂いて思うこと


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　伊藤光保


人権賞などという重い賞を頂き、これまでの活動を支えていただいてきた皆様に、先ずは感謝したいと思います。単なるボランティアがこんな賞をもらって良いのだろうかというのが第一の思いであります。この地域は、市民の活動があまり継続せず広がりを持たなかった、そんな中で２３年間続けられたということへの御褒美ということなのか、そういうことであれば大変ありがたいと思います。また、この賞は野宿者の生活・医療支援にかかわる多くのボランティアの総合力として頂けたものと考えています。そして阪神淡路大震災以来この地域でも新たに盛んになってきたボランティア活動・市民の活動がさらに飛躍するきっかけとなればありがたいと思います。一人一人の心と一つ一つの命を大切にする動きが強まってくれればと思います。


　大阪での大学生時代、被差別部落での医療健康実態調査のボランティアとなり、これやハンディキャッパーに対する差別・偏見に抗し闘うという市民運動を目の当たりにして愛知に戻って思ったことは、この地域では、こうした動きがあまり起こらず、頭では差別・偏見はいけないということが解っていても、潜在意識の中に持ったままで、それを変えようとしない人々があまりに多くいるということであります。今回の受賞の後も、「大変でしょう。」とか「何で働かないのでしょう。」と言ってくる方が多数居られました。老・病・死ということは誰にとっても同じであり、働けない事情がどこにあるのかということすら解っていただけないのは残念でなりません。今回の受賞が、こういう差別・偏見といった潜在意識を変えて行く力にもなればと思います。





名古屋市弁護士会人権賞を受賞した伊藤理事長と杉浦運営委員のコメント
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２００３年２月１３日　中日新聞





伊藤光保理事長と杉浦裕監事が、佐藤光さん（アジア保健研修所事務局長）とともに、平成１４年度の名古屋市弁護士会人権賞を受賞しました。





伊藤光保理事長・杉浦裕監事に名古屋市弁護士会人権賞











